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市民参画推進会議では、市民のみなさんが市政に広くかかわれる仕組みについて、
話し合っています。委員となって、市民参画について、一緒に考えてみませんか？

【問い合せ先】
明石市総務局総務管理室

総務課法務担当
TEL  078-918-5041

MAIL  houmu@city.akashi.lg.jp

【応募方法】

↓申込シートや
詳細はコチラ

満18歳以上の方で市内に居住、
在勤又は在学している方

（令和６年７月１日現在）

令和６年７月１５日（月・祝）まで ※必着

応募方法

募集資格

申込シートを下記の入力フォームから作成し、提出してください。
入力フォームの利用が難しい場合は、下記担当までご連絡ください。

明石市市民参画条例とは…

募集期間

選考方法

市民が市政に積極的に関わることが
できるよう、市が行うべき「手続」
等を定めたもの。募集人数 ２名程度

ワークショップ手続

審議会手続

意見公募手続
（パブリックコメント）

【手続事例】

検証内容 • 市民参画手続の運用状況の検証
• 市民参画の推進に関する事項の検討 など

委員の任期は、
委嘱後から２年間です。

会議１回につき、
9,800円の報酬を支払います。

普段は知り合えない人脈ができる！
明石市の大事な制度に詳しくなる！
これからの自分のキャリアを
考えるきっかけになる！

申込シートによる書類審査及び面接（書類審査に合格した者のみ）
を行います。選考結果は、市ＨＰ上にて公表します。

委員募集中 未経験者
大歓迎

明石市市民参画推進会議

会議は、年間３回程度を予定しています。


